ストレスチェック業務委託

仕　様　書

江戸川区

江戸川区（以下「甲」という。）が、受託者（以下「乙」という。）に委託するストレスチェック業務の仕様は次のとおりとする。

１　件名

ストレスチェック業務委託
２　委託業務の実施目的

①職員自身のストレスへの気付き、対処

②ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる
以上によるメンタルヘルス不調の未然防止（一次予防）

３　履行期間

契約締結日から令和９年３月31日まで

４　委託業務の概要

労働安全衛生法に基づくストレスチェックについて、職業性ストレス簡易調査票(57項目)を利用し、本区職員のストレスチェック・分析を実施する。
【委託内容】
①ストレスチェックの準備・実施
②個人結果の作成・納品
③組織分析結果の作成・納品
④各種統計データの作成・納品
⑤高ストレス者に対する医師面談
⑥職員向け研修及び管理職向け研修の開催
また、業務の実施に当たっては、甲乙による事前打ち合わせを行うほか、ストレスチェックの実施、高ストレス者対応及び職場環境改善等、各段階において、乙はより効果的な実施に向けて、積極的な企画提案及び甲との協議を行う。
なお、本業務の実施にあたっては、厚生労働省の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」を踏まえた上で行うこと。
５　対象者
　　約5,200人

①区職員（区費の常勤職員、再任用職員、社会保険加入の会計年度任用職員）
②外郭団体派遣・固有職員
※対象者リストは別途提示する。なお、対象者数は変動する可能性がある。
６　実施内容
　　具体的な日程等については、甲乙協議のうえ決定する。

【スケジュール】
	
	実施時期

	事前打ち合わせ
	５月

	ストレスチェックの準備・実施
	６月～８月

	個人結果の納品
	９月

	組織分析結果の作成・納品
	10月

	各種統計データの作成・納品
	９月～10月

	高ストレス者に対する医師面談
	10月～12月

	職員向け研修及び管理職向け研修の開催
	12月


（１）事前打ち合わせ
　本業務を円滑に効果的に実施するため、ストレスチェック実施前に、スケジュールの確認、ストレスチェック回答票の作成等委託業務全てについて十分な打合せを行う。

※これ以降であっても、不明点等があった場合は、その都度、甲と乙は、綿密に協議を行うこととする。
　　

（２）ストレスチェックの準備・実施
　　【前提事項】

①職員は業務用PC端末等を用いたWEB受検での回答を基本とする。ただし、WEB受検が未回答であった職員に対してはその後、紙受検を実施することとする。
②甲はストレスチェックの実施に当たり、対象職員名簿を乙に提供する。なお、対象職員の追加等があった際には、その都度対応することとする。

③回答項目等は、ストレスチェック制度における「職業性ストレス簡易調査票(57項目)によることとし、その他項目の追加については乙による提案を踏まえて、甲乙協議の上決定する。
④WEB受検及び紙受検のそれぞれのストレスチェックの実施期間（回答期間）は概ね２週間とする。
　　 【WEB受検】
①乙はWEB受検に当たって、専用サイトの設定及び回答画面等の準備を行うこと。
②専用サイトの仕様は、職員がログインする際に本人確認のためにID及びパスワードの入力を求めるものとし、かつ初回ログイン時には初期パスワードから本人指定のパスワードへの変更を求めるものとすること。なお、乙はID及び初期パスワードとして職員番号や生年月日等の職員個人に固有の記号を予め登録すること。
③甲はストレスチェックの実施開始に際して、専用サイトのログイン方法等を記載した受検案内を所属を通じて職員に通知する。

　　【紙受検】
①乙はWEB受検の回答未提出であった職員に対して紙受検を実施するための準備を行うこと。
②回答票の様式、納品方法、納品日等は甲乙協議のうえ決定する。
③職員宛て封筒には以下の書類を封入する。なお封筒は窓開き封筒（のり付）とし、宛先が判別できるようにすること。また当該封筒は、記入した回答票を提出する際にも利用するため、納品時は封緘しないこと。
　・ストレスチェック回答票（所属コード、所属名、職員番号及び氏名が印字済のもの）

・職員宛てストレスチェック実施通知文（甲が作成したもの）
④③の職員宛て封筒は、所属ごとにまとめ、以下の書類と併せて所属長宛て封筒に封入する。なお、所属長宛て封筒には「（所属名）所属長様」と印字しておくこと。
・所属長宛てストレスチェック実施通知文（甲が作成したもの）

・対象者リスト（所属ごとに分割したもの）

・返信用宛名シール（所属名及び「総務部職員課労務健康係宛て」と印字されたもの）
⑤甲は各所属から提出されるストレスチェック回答票を乙に引き渡すまで保管する。乙は甲が指定する場所にて、甲から回答票を回収すること。なお回収方法については、変更する場合がある。
（３）個人結果の作成・納品
【WEB受検】
①（２）の回答終了と同時に、個人結果を画面に表示すること。
②個人結果参照画面においては、以下の書類を併せて表示すること。
　・相談窓口の案内文もしくはパンフレット（甲が作成したもの）

【紙受検】
①乙は、回答票を回収してから1か月後までに個人結果を作成し、甲に納品すること。
②個人結果の様式は乙からの提案を踏まえて、甲乙協議の上決定する。なお、乙による提　案に当たっては、その内容や体裁について基本的な項目を列記するに留まらず、職員が理解しやすいような体裁にするとともに、セルフケアの手助けとなるような助言等を含めるなど、工夫を凝らしたものとする。
③職員宛て封筒には以下の書類を封入する。なお、封筒は窓開き封筒とし、宛先が判別できるようにすること。
・個人宛て結果通知文（甲が作成したもの）

・個人結果（所属コード、所属名、職員番号及び氏名が印字済のもの）
　・相談窓口パンフレット等（甲が作成したもの）
④③の職員宛て封筒は、所属ごとにまとめ、以下の書類と併せて所属長宛て封筒に封入する。なお、所属長宛て封筒には「（所属名）所属長様」と印字しておくこと。
・所属長宛て結果通知文（甲が作成したもの）

・受検者一覧
（４）組織分析結果の作成・納品
①乙は、回答票を回収してから２か月後までに組織分析結果を作成し、甲に納品すること。
②個人結果の様式は乙からの提案を踏まえて、甲乙協議の上決定する。なお、乙による提　案に当たっては、その内容や体裁について基本的な項目を列記するに留まらず、甲が理解・活用しやすいような体裁にするとともに、職場環境改善の手助けとなるような助言等を含めるなど、工夫を凝らしたものとする。
③分析単位及び予定件数は以下のとおりとする。なお、予定件数は変動する場合がある。
　・甲全体：１件
　・課、事業所：120件※職員が10人未満の課又は事業所に係る組織分析に当たっては、甲乙協議の上、分析単位を決定する。

（５）各種統計データの作成・納品
　乙は職員全員の受検有無の一覧、受検者全員の受検結果、高ストレス者一覧等の各種統計データを甲に提供することとする。
（６）高ストレス者に対する医師面談

①受検の結果、高ストレスと評価された職員を医師による面接指導の対象とする。
②乙は面接指導の対象職員に対しては、受検方法に応じて以下の通り対応すること。
【WEB受検】
　個人結果参照画面に、（３）に記載した内容に加え、以下の内容を追加で表示する。
・医師による面接指導の受診希望の確認画面
【紙受検】
職員宛て封筒に、（３）に記載した内容に加え、以下の書類を追加で封入する。
・医師による面接指導の受診勧奨案内文（甲が作成したもの）
③医師による面接指導は、対象職員からの希望を受けて、甲が実施する。なお、甲の求めがあった場合、乙は所属医師を派遣して面接を実施すること。ただし、乙の所属医師による面接が困難な場合には、面接実施可能な医師あるいは医療機関の紹介等について乙は誠意をもって応じること。なお、費用には、面接指導の結果に基づく意見聴取、「面接指導結果報告書」及び「事後措置に係る意見書」の作成を含むこと。
（７）職員向け研修及び管理職向け研修の開催

①ストレスチェックの実施後乙は講師を派遣し、職員向け及び管理職向けの研修を開催す　る。
②職員向け研修はメンタルヘルスやセルフケア等について学べる内容を基本とし、乙による提案を踏まえて甲乙協議の上、内容を決定する。
③管理職向け研修は組織分析の結果を踏まえた職場環境改善方法について学べる内容を基本とし、乙による提案を踏まえて甲乙協議の上、内容を決定する。
７　委託料
甲が結果報告の内容を検査し、各期分の委託事項の完了を確認後、乙からの請求があったときは、結果報告の報告件数と請求書の請求件数とに相違がなく、適正であると認めたときは30日以内にこれを支払うものとする。
８　個人情報保護及び情報セキュリティ
①甲が提供したデータ及び結果データ等の当該委託事務の履行に必要な一切の情報について外部に漏えいすることがないよう、厳重な措置を講じた上で業務を遂行すること。
②江戸川区個人情報保護条例及び同施行規則に基づき、個人情報の適正な管理及び保護を図るための措置を講ずること。
③個人及び集団分析結果のデータを納品するときは、パスワードで保護されたCD‐ROM又はDVD-ROMによること。

④乙は、ストレスチェック業務に係る個人情報を取り扱う従事者の名簿を提出すること。
⑤事故、災害又はトラブルに対応できる体制及び手順を整えること。

⑥事故等の発生並びに個人情報保護及び情報セキュリティ対策の変更があった場合には、直ちに区に報告するとともに、今後の対応について協議すること。

⑦区の必要に応じ、総務部職員課の現場査察員による現場査察を受け入れること。

⑧契約終了後、区から貸与された資料の返却及び消去報告をすること。
⑨ストレスチェックの結果については、経年変化を考慮した分析をするため、ストレスチェック実施後、５年間は適切に管理・保存し、保存期間終了後は、区から指示がある場合を除き、速やかに廃棄すること。また、委託終了後は、速やかに区に返却すること。

⑩個人情報保護及び情報セキュリティ対策については、契約期間中のみならず、準備期間中及び契約終了後においても、同様の取扱いとすること。
⑪乙は、本業務を行うにあたり、本仕様書及び「個人情報保護に関する特約条項（様式２）」を遵守すること。

９　その他条件

①第１回目の事前打ち合わせは、契約締結後、速やかに行うこと。
②契約方法については、単価契約とする。
③本業務に係るストレスチェック・分析結果等を、乙が本業務以外の目的で使用又は利用する場合は、事前に甲の同意を得ること。

④委託業務により作成された成果物に関する無体財産権及び有体物に関する一切の権利は、甲に帰属する。
⑤その他不明な点については、甲の指示に従うこと。
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